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（注１）外来自己負担とは、外来に限り１医療機関ごとに月最高1,000円を負担していただくことです。
（注２）償還払いでは、健康保険の一部負担金を支払い、市に申請して払い戻しを受けることになります。
（注３）マル福に加入するには国保・社保など健康保険に加入していることが必要です。

－問い合わせ先－

　常陸大宮市役所医療保険課医療係　　52－1111

　山方総合支所市民課住民係　　　　　57－2121

　美和総合支所市民課住民係　　　　　58－2111

　緒川総合支所市民課住民係　　　　　56－2111

　御前山総合支所市民課住民係　　　　55－2111
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○医療福祉制度（マル福）対象者一覧表

区　分 該当の要件 利用期間 その他

乳幼児 ３歳未満の乳幼児
出生の日から３歳に達する月の末日
まで

外来自己負担（注１）
あり

母子・父子家庭
18歳未満の児童または20歳未満の障害
児及び高校在学者を監護する母親また
は父親とその児童

届出のあった日から、子が18歳また
は20歳に達した日以後の最初の３月
31日まで

外来自己負担あり

重度心身障害者
身体障害者手帳１級・２級・３級（内
部疾患のみ）、療育手帳Ａ以上もしく
は障害基礎年金１級を受けている方

障害者に認定された日の属する月の
初日から

　

妊産婦 妊産婦の方
届出のあった月の初日から、出産の
翌月の末日まで

外来自己負担あり
償還払い（注２）

幼児特例 ３歳から小学校就学前の児童
３歳から６歳に達する日以降の最初
の３月31日まで

外来自己負担あり
償還払い
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